
特    定 一    般

記載要領

1 本表は、申請日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、経営事項審査を受けた建設業の許可を有する全ての本店又は支店等営業所の名称を記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰で記載すること。
4

5 「建設業許可業種」の欄には、「営業所名称」欄に記入した営業所に対応する経営事項審査を受けた建設業許可業種を記載すること。

「電話番号・ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、
「－（ハイフン）」で区切ること。

営　業　所　一　覧　表
営　業　所　名　称 郵便番号 所　　　　　　在　　　　　　地

電 話 番 号 建 設 業 許 可 業 種

Ｆ Ａ Ｘ 番 号



令和　　年　　月　　日

届出者 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 の 氏 名 印

使用印

　石井町との契約、代金の請求及び受領その他の一切の商取引に関しては、次の印鑑を使用したいので
届けます。

使　用　印　鑑　届

石井町長　殿



委任者

メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス

代　理　人　の　職　氏　名 印

連　絡　先　電　話　番　号

連　絡　先　F　A　X　番　号

委任期間　　令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日　まで

支店、営業所等

郵便番号

所在地

名　称

５．その他商取引に係る一切の権限

委　　　任　　　状

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

石　井　町　長　　　　　殿

住所又は所在地

商号又は名称

氏　　　　名
印

（代表者の氏名）

　私は、次のとおり代理人を選任し、権限を委任します。

１．入札書の提出

２．契約の締結

３．契約の履行

４．代金の請求及び受領



年 月 日

石井町長　殿

申請者 住所又は所在地

（ふりがな）

商号又は名称

氏　　　　　名

（代表者の氏名） 印

　石井町税並びに石井町へ納める使用料・負担金等に関する納付状況について、
申請書の提出日から参加資格有効期間終了日までにおいて、当社及び私個人につ
いて調査されることに同意します。

石井町税等に関する納付状況調査同意書

令和



年 月 日
※申請日を記入してください。

石井町長　殿

申請者 住所又は所在地

（ふりがな） ※ 本社・本店に関する事項を記載してください｡

商号又は名称

氏　　　　　名 ※代表者の役職及び氏名を記載してください。

（代表者の氏名） ※印鑑証明書と同じ印鑑を押印してください。印

　石井町税並びに石井町へ納める使用料・負担金等に関する納付状況につ
いて、申請書の提出日から参加資格有効期間終了日までにおいて、当社及
び私個人について調査されることに同意します。

石井町税等に関する納付状況調査同意書

令和 ○ ○○ ○○

記載上の注意

○法人の場合

石井町内に本店や営業所等の事業所を有する場合、又は代表者が

石井町に住民票を有する場合のみ提出してください。

○個人の場合

石井町に住民票を有する場合に提出してください。



令和　　年　　月　　日現在

主たる営業所
の 所 在 地

商号又は名称
代表者の氏名

１　特殊機械保有状況

名　　称 能力・型式 自動車登録番号 取得年月日 取得価格(千円)
減価償却後の残存価格
　　　　　　　(千円)

注１）特殊機械の種類
・ほ装工事（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ・ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ・ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ・ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ等）
・道路区画線工事（ﾆｰﾀﾞｰ車・ｾﾝﾀｰﾗｲﾅｰ・手引きﾗｲﾅｰ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ・ﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ抹消機等）
・法面処理工事（ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機・種子吹付機・空気圧縮機・発動電動機・ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ等）
注２）特殊機械を複数台所有している場合は全て記入すること。
注３）特殊機械の全ての写真を別紙の用紙に添付すること。
注４）工事種別ごとに別葉にすること。
注５）工事種別を○印で囲むこと。
注６）所有していない場合も「該当なし」と記載して提出すること。

特 殊 機 械 所 有 状 況 等 報 告 書
(ほ装工事・道路区画線工事・法面処理工事用)



特殊機械の写真貼付用紙

業者名〔　　　　　　　　　　〕　　整理番号〔　　　　〕
　　　　　　　　　　機械の名称〔　　　　　　　　　　〕

 機械の写真

（自動車登録番号等が確認できる写真を貼付する）

 施工中の現場写真



特殊機械の車検証及び特定自主検査記録表(報告書)等添付用紙

業者名〔　　　　　　　　　　〕　　整理番号〔　　　　〕
　　　　　　　　　　機械の名称〔　　　　　　　　　　〕

（縮小コピーして表面及び裏面に貼付すること。）
 (縦位置、横位置は問わない。)

 特殊機械の車検証及び特定自主検査記録表(報告書)等



1

　（室内掲示は不可）
※建設業法第４０条

2

営業所の写真（外観）

（営業所の外観の写真）

・営業所の建物全体（入口）が確認できるもの

・申請日から３か月以内に撮影したもの

（営業所の外観の写真）

・看板及び建設業法で定める標識が確認できるもの

　建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場
所に、所定の標識を掲げなければならない。

・申請日から３か月以内に撮影したもの



3

※建設業法第４０条の３

4

（営業所の内部の写真）

・帳簿類が確認できるもの

　建設業者は、その営業所ごとに、所定事項を記載した帳簿を備え、
保存しなければならない。

・申請日から３か月以内に撮影したもの

・申請日から３か月以内に撮影したもの

営業所の写真（内部）

（営業所の内部の写真）

・什器備品(電話、机等)が確認できるもの



5

6

・保有する機械器具等

・申請日から３か月以内に撮影したもの

（保管資材の写真）

・申請日から３か月以内に撮影したもの

機械器具・保管資材の写真

（機械器具の写真）


